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令和 2 年 10 月 5 日

前橋地方検察庁 御中

告訴人

住所 〒379-1303 群馬県利根郡みなかみ町上牧 3158-1 職業 農業

氏名 今井豊(昭和 36 年 3 月 9 日生) 電話 携帯 090-3087-1577 FAX 0278-72-5353

被告訴人

利根沼田農業協同組合(以下、被告農協と略称)の、みなかみ集出荷所長のトミザワ、リスク

管理室のイシクラ、訴訟代理人弁護士の、高橋伸二、原田英明、福島翔也、に対し其々、

脅迫罪（刑法 222 条）と偽計業務妨害罪(刑法 233 条)と信用毀損罪(刑法 233 条)

第１ 告訴の趣旨

被告訴人らの以下の所為は、掲げた罪状に該当すると考えるので、厳罰に処することを求め、

告訴いたします。

第２ 罪名と告訴事実

前提事実 被告農協脱退の際のトミザワの偽計

平成 28 年 2 月に、私が被告農協を脱退する前の、平成 27 年(西暦 2015 年)7 月から 10 月頃、

みなかみ集出荷所(群馬県利根郡みなかみ町月夜野 425)において、私がトミザワに「(私)出

荷に必要な株数は何株か?」と訊ねたところ、「(トミザワ)関係無い」、「(私)では、ゼロ

でもいいのか?」、「(トミザワ)構わない」と答えたことは、私を被告農協から脱退させ、

組合員資格が無いことを後で取引拒絶の口実に使う為の誘導であり偽計です。

一般人ならこのように、当り前に、脱退前に確認することは、蓋然性として明らかです。

また、農協は通常、出荷の引受に際して組合員資格の有無を確認していない実態は公知だか

らこそ、私はこの言葉を信じたのです。

告訴事実１ トミザワの取引拒絶(販売受託拒絶) 1 号証反訳書

20190719 12:29(事実経過⑪)、被告農協トミザワが、みなかみ集出荷所(群馬県利根郡みな

かみ町月夜野 425)において、私の堤訴開始に伴う上司の命令に因る旨を繰り返し、「それ

では裁判を受ける権利の侵害になるから理由にならない」旨の私の抗議を無視して、正当な

理由無く、私が出荷したナス 32 袋の引受(販売受託)を拒否したことは、以下の理由から、

差別対価との関連の、包囲網としての本件全被告訴人の事前共謀による、私の堤訴開始への

居直り強盗的報復であり、「お前を餓死させるぞ」との財産ひいては生命への害意の表示で

あり、私の出荷上の既得権の侵害であり、差別的取扱であり、著しく信義則(民法 1条 2)違

反であり、公序良俗違反(民法 90 条)です。
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なお、後述の不当な要求に当る旨はこの時点では出しておらず、後講釈に過ぎません。

同時にこれは、実質的な地域的独占機関としての優越的地位を濫用して、私の法的不知や錯

誤を利用する意図を持って、裁判所を含め包囲網の組織力で、皆が確信犯として、私限りで

社会的妥当性(公序良俗)を歪めて、上司の命令に因る旨を理由とする取引拒絶を正当化せん

とする偽計(不公正)であり、これによって、私の業務を故意に妨害し、被告農協への出荷を

断念させ、社会的活動の自由を侵害し、また、生産農家としての私の出荷上の経済的信用を

故意に毀損したと言えます。

(説明) 故意の害意です

①農協の販売受託事業とは、組織力によって販売価格競争力を高めるのが目的ですから、そ

の途を閉ざされ個人出荷となれば、確実に差損が発生することは誰でも解ります。

②当地のような僻地においては、営農レベルの大量出荷の途は実質的に被告農協しか無いこ

とも誰でも解ります。

③後述の不法行為３の無茶な論理を敢えて振りかざしたことは故意の害意の証左です。

付言すれば、被告農協は包囲網として、沼田地方市場や道の駅のような、私への不買運動が

起こることを予期した上で、本件取引拒絶に及んだことが極めて強く推定されます。

★更なる迫害です

別件の価格操作(差別対価)を隠蔽したうえに、更に濡れ衣を着せて迫害したということです。

そもそも被告農協には、販売受託者としての精算価格に対する説明責任が有るのに、そして

それは私が組合員でなくとも免責されるはずが無いのに、当り前の別件差別対価の疑いを根

拠無く無視し続けて来たばかりか、今度は逆に、その訴訟を理由に取引拒絶に及ぶという、

まさに踏んだり蹴ったりの居直り強盗的な報復であり、二重の迫害です。

１ 経済的打撃は深刻かつ執拗で殺意と言えます

営農開始から差別対価されており、余裕の有る営農生活ではなかったこと

一般的に、年に百万以上の収入が無ければ、営農で生計は立ちません。

私の営農開始は 2014 年で、それから 3 年間は主にズッキーニの出荷で生計を立てました。

毎年 2,000 株を植え、2,000 箱(一箱約 10 本)強を農協出荷し、2014 年は約 80 万、2015 年

は約 100 万、2016 年は約 120 万、の売上でした。

ズッキーニ 2,000 株の主な経費は年当り、種代 3万、肥料代 5万、専用箱代 15 万、など計

約 25 万です。

なお、私の参入(2014 年)以前の当地のズッキーニの価格は、年平均で約 700 円だったと思

われ(捜査待ち)、この 3年間の年平均価格は 400 円台ですから、初めから差別対価されてい

たことは、H-4,H-13 号証の被告農協宛各文書の通りです。

その後トミザワの薦めによりナスを始め、2017 年は 1,300 株のズッキーニと 700 株のナス

を植えましたが、ズッキーニ一箱 50 円という実質マイナス価格(殺人価格)が続いた為、以

後ズッキーニの出荷を諦め、8月中に圃場を放棄しました(通常は 6 月末から 10 月末)。

一方ナスは初めてだった為、育成に失敗し、ほとんど出荷できませんでした。
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ナス 700 株の主な経費は設備投資(支柱等)15 万、苗代 10 万、専用箱・専用袋代・10 万、肥

料代 5万、堆肥 5万、など計約 50 万です。

なおナスは本来、少なくとも一株当り 30 個(6 袋)は獲れると見込まれ、本格営農の 1,000

株なら 6,000 袋の出荷となりますから、一袋 200 円弱で計 120 万が生活防衛ラインです。

結局 2017 年は計約 100 万もの大赤字となった為、もはやこれまでと思い、母から 300 万も

の借金をしたうえで、2018 年は営農を休止し、背水の陣で告訴に専念しました。

そうは言っても、いつまでも休んでもいられないので、2019 年と 2020 年は訴訟活動と半身

の体制のつもりで、ナス 500 株を植えております。

2019 年は、初めから被告農協に取引拒絶された為、やむなく道の駅に出荷しましたが、8

月末から突然、一袋(5 本)100 円(市価の約 1/3)の私のナスだけが、ほとんどそっくり売れ

残るという露骨な不買運動現象(H-9,10 号証)が続き、以後の出荷を諦めました。

2019 年も結局赤字で、投下した経費約 20 万すら回収しきれませんでした。

なお、この不買運動現象は、恣意性一覧表の事件Ａに記載の通り、15 年も前から続く、タ

クシー営業上の顔パス現象に連なるものであることは言う迄もありません。

本年 2020 年も赤字見込で、出荷先の沼田地方市場においては、東京の各市場で最低でも一

袋 100 円以上の相場が続く中で、全く同条件のＭサイズ一袋(5 本)30 円という、殺人価格が

続いており、投下した経費約 20 万を、またも回収しきれなくなると思われます。

このように 2017 年以降は、毎年必ず「やるだけ無駄」という大赤字に追い込んでいます。

元手すら回収できないのに、生計が維持できる筈も無く、2017 年末の母からの借金 300 万

円が無かったら、私はとっくに餓死しており、それも底を尽きておりますが、被告農協はこ

うした事情は知らないとしても、少なくとも、経常収支では大幅赤字が累積していることは、

容易に判るはずなので、この取引拒絶で更に追い討ちを掛けたものと思われます。

つまり、「お前を餓死させるぞ」との殺意に相違有りません。

この取引拒絶による差損は、既述の通り、2019 年と 2020 年、其々、約 40 万円、計約 80 万

円にもなり、これで生計が成り立つはずも無く、まさに殺意と呼ぶべき生活難です。

ちなみに、営農妨害はこれらばかりでなく、不発芽工作や圃場荒しも有りました。

不発芽工作とは、要するに、購入する種に仕掛けが有り、予め種を熱で殺してあるのです。

2014 年(初年度)は 8 割以上だった発芽率が、2015 年は 5割、2016 年は 3 割、2017 年は 2

割にまで落ち込みました。

購入先をいろいろ変えてみましたが、結果は同じでした(もちろん包囲網の実在の証左)。

こうなると、種代だけで何倍もかかりますし、出荷開始時期が大幅に遅れ、大打撃です。

おまけに、運良く発芽しても、その後の生育が、明らかに通常よりも悪いのです。

発芽しかけた種が、お尻を持ち上げて、つまり根っ子だけそっくり地上に出して、息絶えて

いる姿が多数見られ、まるで「熱いよ、熱いよ、助けて!」と叫んでいるようでした。

別件差別対価と本件取引拒絶の因果関係は明らかです

ズッキーニ一箱 50 円という差別対価が、財産ひいては生命への害意であることに疑いの余

地は無く、その殺意がそのまま取引拒絶に引き継がれたという相互関連性は明らかです。

脅迫です
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これらを、全被告訴人の事前共謀による、包囲網としての一連の無言の脅迫とする根拠は、

上記の差別対価による深刻な経済的打撃の脅迫効果に加え、

第一に、皆で当り前の抗議を認めないことは公序良俗の偽装です

①差損が発生すること、②裁判を受ける権利の侵害になること、③既得権の侵害になること、

などは誰でも判るはずですが、抗議を無視してそれを強行したことは尋常ではなく、既述の

生命への害意に加え、「お前の訴えなど認めない」との人格的生存(生命、自由、名誉)への

害意、も有るとしか説明が付きません。

第二に、全てが組織力の誇示と言え、その真図は、無言の威力脅迫です

公序良俗の偽装は、圧倒的な組織力によってしか実現できません。

また、公序良俗の偽装の状況(国家的隠蔽による無政府状態)が齎す脅迫効果は絶大です。

偽計です 既述の通り

告訴事実２ 被告農協イシクラの取引拒絶(出荷の引受拒絶) 2 号証反訳書

20190719 13:20(事実経過⑫)、私の自宅(群馬県利根郡みなかみ町上牧 3158 番地 1)から被

告農協(群馬県沼田市東原新町 1940 番地 1)への通話において、被告農協リスク管理室イシ

クラが、既述の告訴事実１の、同日 12:29 のみなかみ集出荷所での、トミザワの販売受託拒

絶(取引拒絶)に抗議したところ、「また同じことになると困るから」との旨を繰り返し、「そ

れは私に帰責性は無いし、裁判を受ける権利の侵害になるから、理由にならない。これは前

例の有る取扱なのか?」との旨の私の抗議を更に無視して、正当な理由無く、販売受託拒絶(取

引拒絶)を強行したことは、包囲網として他の本件被告訴人らと事前共謀して、別件差別対

価との関連の、私の堤訴への居直り強盗的な報復行動であり、私への社会的村八分扱いであ

り、私の出荷上の既得権の侵害であり、甚だしい信義則違反であり、公序良俗違反です。

これは特に、当り前の抗議を認めようとしない点が尋常ではなく、①「お前を餓死させるぞ」

との財産ひいては生命への害意と、②「お前の訴えなど認めない」との人格的生存(生命、

財産、自由、名誉)への害意、が両方有るとしか説明が付きません。

なお、後述の不当な要求に当る旨はこの時点では出しておらず、後講釈に過ぎません。

同時にこれは、実質的な地域的独占機関としての優越的地位を濫用して、私の法的不知や錯

誤を利用する意図を持って、裁判所を含め包囲網の組織力で、皆が確信犯として、私限りで

社会的妥当性(公序良俗)を歪めて、また同じことになると困る旨を理由とする取引拒絶を正

当化せんとする偽計(不公正)であり、これによって、私の業務を故意に妨害し、被告農協へ

の出荷を断念させ、社会的活動の自由を侵害し、また、生産農家としての私の出荷上の経済

的信用を故意に毀損したと言えます。

説明は、既述の告訴事実１と同様です。

告訴事実３ 被告農協の取引拒絶(加入申込拒絶) 3,4 号書証

20191001 12:00 頃、被告農協の訴訟代理人の高橋伸二、原田英明、福島翔也らは、後述の

通り、前橋地裁 H31 ワ 118 慰謝料請求事件と前橋地裁 R1 ワ 412 慰謝料請求事件での私の訴
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えが、被告農協の定款(4 号書証)第 19 条 1 項 6 号の「法的な責任を超えた不当な要求行為」

に当る旨の、20190930 付の「ご連絡」(3 号書証)を私宅に郵送することにより、これを理由

に、私が、20190919 16:00 頃、被告農協みなかみ支店金融店舗(群馬県利根郡みなかみ町月

夜野 437)にて行った、被告農協の準組合員への加入申込を拒絶しました。

これは包囲網としての本件被告訴人 5人の事前共謀による、別件差別対価との関連の、私の

堤訴開始への居直り強盗的な報復行動であり、私への社会的村八分扱いであり、私の出荷上

の既得権の侵害であり、差別的取扱であり、甚だしい信義則違反、公序良俗違反です。

特に、本来そのような解釈の余地の無い無理を公然と振りかざした点が尋常ではなく、①「お

前を餓死させるぞ」との財産ひいては生命への害意と、②「お前の訴えなど認めない」との

人格的生存(生命、財産、自由、名誉)への害意、の両方が有るとしか説明が付きません。

同時にこれは、法曹の訴訟における優越的地位を濫用して、私の法的不知や錯誤を利用する

意図を持って、裁判所を含め包囲網の組織力で、皆が確信犯として、私限りで社会的妥当性

(公序良俗)を歪めて、被告農協の定款上の不当な要求行為に当る旨を理由とする取引拒絶を

正当化せんとする偽計(不公正)であり、これによって、私の業務を故意に妨害し、社会的活

動の自由を侵害し、また、生産農家としての私の出荷上の経済的信用を故意に毀損したと言

えます。

説明は、既述の告訴事実１と同様であり、加えて、

(説明) 3 号証の論理は公序良俗の偽装の典型です

被告農協は、当該二訴訟における私の訴えが、定款第 19 条第 1項第 6 号の「法的な責任を

超えた不当な要求行為」や、除名理由に当るとしていますが、以下の通り、いずれもそのよ

うな解釈の余地の無い無理であり、誹謗中傷であり、過度不当性ゆえに有り得ない論理です。

加えて、農協の公知の独占体質に照らして、明らかに差別的取扱です。

★第一に、定款は行為の外形規定なので、そのような解釈の余地は有りません

定款は例えば、直接乗り込んで行って、暴力的に不当な要求をした場合などを指します。

また社会通念上、どの団体においても、こうした規定は行為の外形規定の筈です。

①過度広範性(過度漠然性)により、無効な規定となるのは明らかです。

被告農協のような拡大解釈が許されるならば、「不当な要求行為」の内容を具体的に規定し

た条文が別途必要になりますが、そのような条文は存在しません。

②そのような解釈を適用した前例は無いはずです(差別、経験則違反)。

★第二に、裁判を受ける権利を否定することになるのは誰でも自明です

「不当な要求行為」の具体的内容が判らなければ、取引拒絶を惧れて誰も訴訟を起せなくな

りますから、結果的に裁判を受ける権利の侵害に繋がります。

★第三に、裁判は法的責任を超えられません(不当な部分は棄却されます)(論理矛盾)

★第四に、未確定(係属中)の裁判は理由にできません(論理矛盾)

第五に、私の訴えは正当な要求(公正な論評)です

これを不当と言うのは無根の因縁であり、抗弁事実が必要ですが、示そうとしません。

このように根拠無く言い張るのが包囲網の常であり、公序良俗の偽装です。



告訴状Ｈ４

今井豊(取引拒絶)- 6 -

第六に、既得権の侵害です(組合員資格とは無関係)

脱退後の出荷実績は、平成 28 年は 68 回で\942,378、平成 29 年は 66 回で\562,635 でした。

また、被告農協から購入した 1セット約 10 万円の専用箱や専用袋が使えません。

第七に、トミザワの偽計に因る組合脱退です(信義則違反) 前提事実１の通り

トミザワ、イシクラ、高橋伸二、原田英明、福島翔也、に対し其々、脅迫罪

（刑法第二百二十二条生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を

脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する）

既述の通り、「お前を経済的に殺すぞ」との財産ひいては生命への害意と、「お前の訴えな

ど認めない」との人格的生存(生命、自由、名誉)への害意、の両方が有ったと考えます。

告訴事実１から３により、5人は包囲網として事前共謀して、其々、私への脅迫の意図を持

って、各自の職権を装って、その職権を濫用して、合理的根拠無く、取引拒絶を強行し、上

記の二つの害意を表示し、もって、人格的生存(生命、財産、自由、名誉)への無言の威力脅

迫を行なったとみなせ、私を恐怖させ、意思決定の自由を奪ったので、脅迫罪です。

本罪は、偽計業務妨害罪および信用毀損罪との観念的競合と考えます。

トミザワ、イシクラ、高橋伸二、原田英明、福島翔也、に対し其々、偽計業務妨

害罪および信用毀損罪

(刑法第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は

その業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。)

5 人は包囲網として事前共謀して、告訴事実１によりトミザワが、告訴事実２によりイシク

ラが、告訴事実３により、高橋伸二、原田英明、福島翔也、が其々、既述の偽計(不公正)

を用いて、私の出荷業務を故意に妨害し、被告農協への出荷を断念させ、社会的活動の自由

を侵害したので、偽計業務妨害罪であると同時に、私の生産農家としての出荷上の経済的信

用を故意に毀損したので、信用毀損罪であり、本二罪は脅迫罪との観念的競合と考えます。

第３ 動機は包囲網としての迫害です

包囲網とは、被害届 2018 に記述の通り、「据膳喰わぬは男の恥」との偏見に基いて、ネッ

ト上で不当に拡がった、私へ社会的村八分の輪(いわゆる女のブラックリスト)です。

被害届 2018 と恣意性一覧表とを総合していただくことで、加害類型の一貫性や相互関連性

に基く蓋然性として、包囲網の実在を訴求しております。

数字で示した通り、恣意性一覧表の各事象は其々単独で極めて高度の恣意性が有り、それら

が私に集中している蓋然性を総合すれば、包囲網の実在としか説明が付きません。

第４ 損害

経済的被害(法益侵害)は、取引拒絶による逸失利益(差損)に因り、概算ですが、2019 年だ

けで約 40 万円です。
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精神的被害(法益侵害)について、

今後も取引拒絶が続けば、生活難による餓死は必至ですから、大変な恐怖と絶望です。

加害と損害の因果関係 因果関係は明らかなので省略します。

第５ 挙証方法 証拠説明書の 1 から 4の全号証

第６ 附属書類 証拠説明書と 1 から 4の各書証と被害届 2018 と恣意性一覧表

以上
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番号 標目 媒体等 挙 証 趣 旨

1号書証

(反訳書)

(HⅡ-1)

20190719 12:29

集出荷所でのトミ

ザワとの会話録音

ﾌﾟﾘﾝﾄ原本

20190719

私が作成

立証すべきは、被告農協みなかみ集出荷所長トミザワが、販売の受託を不当に拒絶(取引拒絶)したことです。

私の堤訴開始に伴う上司の命令である旨を繰り返し、「それでは裁判を受ける権利の侵害になるから理由にならない」旨の私の抗

議を一切無視しました。 みなかみ集出荷所(群馬県利根郡みなかみ町月夜野425)

2号書証

(反訳書)

(HⅡ-2)

20190719 13:20

私宅からイシクラ

への通話録音

ﾌﾟﾘﾝﾄ原本

20190719

私が作成

立証すべきは、被告農協リスク管理室イシクラが、トミザワの販売受託拒絶(取引拒絶)への抗議を不当に無視したことです。

私に帰責性は無い旨の抗議を無視して、「また同じことになると困るから」との旨を繰り返しています。

私の自宅(群馬県利根郡みなかみ町上牧3158番地1)から利根沼田農業協同組合(群馬県沼田市東原新町1940番地1)へ

3号書証

(HⅡ-6)

20190930付の被告

からの「ご連絡」

コピー

20190930

被告農協が

作成

立証すべきは、被告農協の訴訟代理人の三弁護士が、私の被告農協への再加入の申込を、不当な論理で拒絶したことです。

当該二訴訟 の私の訴えが、被告農協の定款第19条第1項第6号「法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき」という除名理由

に当るとしており、また、もし再加入を許せば、業務に多大な支障を来たすことが予想される、としております。

4号書証 被告農協の定款

(全15頁)

コピー

20191112

被告農協が

作成

立証すべきは、被告農協の定款の内容です。

前橋地裁R1ワ412慰謝料請求事件の、令和元年11月12日付の準備書面 (1)とともに堤出した乙1号証です。

被告農協の定款の5頁、第19条第1項第6号「法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき」
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20190805 原告 今井豊

20190719 12:29 利根沼田農業協同組合みなかみ集荷所(群馬県利根郡みなかみ町月夜野425)

でのトミザワ所長らとの会話録音の反訳書

(トミザワ) すいません、上のほうに相談致しましたら、訴訟中なんで、う、受けるなとゆ

うことで。他のことは何もしゃべるなと。ただ、訴訟中なんで、受けるなということです。

(私) それ、全く道理が通ってませんが?

(トミザワ) だから、他はもう、そ、訴訟中なんで、

(私) じゃ、上の人の名前を言って下さい、名前を言って下さい、そこまで言うんだったら。

(トミザワ) スズキシンイチ課長です、

(私) どこの課長ですか?

(トミザワ) 販売部の販売課の課長です、あの、昭和村のあの、総合センターに居ますんで、

はい、そちらのほうへもしあれだったら言って下さい。俺はそうに言われて、訴訟中なんで、

(私) 訴訟中は全然関係無いでしょ? 誰にでも裁判を受ける権利有りますよね?

(トミザワ) や、だけど、

(私) 関係無いでしょ? 裁判を受ける権利を否定するつもりですか? 私の。

(トミザワ) 上、上い、あの、上司が居ますんで、上司のほうに、

(私) いや、このまま私が帰ったほうが問題が大きくなりますけど、いいんですね?

(トミザワ) はい、あの、しょうがないすよね、

(私) いいんですね? はい、わかりました、

以上
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20190805 原告 今井豊

20190719 13:20 私の自宅(群馬県利根郡みなかみ町上牧 3158 番地 1)から利根沼田農業協

同組合(群馬県沼田市東原新町 1940 番地 1)リスク管理室イシクラへの通話録音の反訳書

(交換手) はい、電話代りました、

(私) もしもし? あ、あのう、リスク管理室でしょうか?

(交換手) はい、そうです、

(私) ええと、すいません、今あの、出荷しに行ったら、あの、出荷拒否されたんですけど?

訴訟をしている人は受けられないと、

(交換手) はい、

(私) 私はイマイユタカと申しますけども、それを、

(交換手) ちょっと待って下さい、

(イシクラ) お電話代りました、イシクラです、

(私) ああ、どうも、お世話んなります、

(イシクラ) はい、お世話んなります、

(私) 以前、お話したイマイユタカなんですけども、

(イシクラ) あ、はい、

(私) ええと、今あの、出荷に行ったところ、しゅ、引受を拒否されちゃったんですけども?

(イシクラ) あ、はい、

(私) あの、訴訟をしているから、受けられないと、

(イシクラ) はい、

(私) それ、理由んなりますか?

(イシクラ) なると思いますけど?

(私) なんないでしょうね? あの、訴訟をしているとどうして引受られないんですか?

(イシクラ) あのう、今回訴訟がズッキーニの件で争ってるわけじゃないですか? で、今

回ナスってゆうことで、たぶん、出荷のほう来ていただいたんだかもしんないんですけど、

その、同じ取引ん中でのことだと思うんすよね? あの、荷を受けて、それを市場に出荷し

て、その値段てゆうことで今争っるわけなんで、それ、ズッキーニとナス、品物は違います

けど、あの、その一連の流れ、価格付ける流れってゆうのは、一緒の行為なんで、そこがま

だはっきり決まって、決まってないってゆうか、そこで今争っている途中にも拘らず、また

新たにナスの荷を受けるってゆうことは、ちょっと難しいってゆうことで、断らせて、断ら

させてもらったんだと思うんですよ?

(私) いや、ちょっと難しいってゆうか、断る根拠んなんないでしょ?

(イシクラ) あの、結局、今回このナスを受けたことによって、また、ズッキーニと同じこ

とが起きる可能性もあるわけじゃないですか?

(私) 起きたってしょうがないでしょ? あの、犯罪、価格操作をされて、犯罪をされて、

訴える権利は誰にでも有りますよね? それを理由に、ど、どうしてそれが理由んなるの?

裁判を受ける権利を否定する気ですか?

(イシクラ) 逆に、イマイさん、そうゆうことをされたにも拘らず、またやられてもいいっ
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てゆうことで出してるってゆうことですか?

(私) やられてもいいとかじゃなくて、過去の話とこれからの話は全然別でしょうってゆう

の?

(イシクラ) ただ、過去の話がまだはっきり、あの、

(私) はっきりしてなくても、断る理由んなんないでしょ?

(イシクラ) それ、イマイさんの考えで、うちの考えは、そこが決まらない限りは、ちょっ

と荷は受けられないってゆう考えで居るんですよ、

(私) いやいや、だから、そうゆう考えがおかしいでしょ? それはあの、前例の有る取扱

ですか? 今までそら、農協だってなん、何度か訴訟は起して、起きてますよね? 全部そう

やってあの、出荷を引受拒否してるんですか?

(イシクラ) いや、過去に訴訟が有ったかどうかとゆうのは、私のほうではわからないんで、

(私) いや、利根沼田だけじゃなくて、農協、全農協としては、いくらも受けてるでしょ?

同じ取扱をしてます?

(イシクラ) そこはちょっとうちはわかりませんので、

(私) いや、それわかんなきゃ、そうゆう取扱できないでしょ?

(イシクラ) 当農協のほうの考え方としますと、今、訴訟してるんで、やはりあの、受けら

れないってゆう立場には変わりありませんので、

(私) いや、そうすると、これから大量に出荷する分、全部受けられないわけ?

(イシクラ) あ、そうですね、そのズッキーニのほうの裁判のほうがはっきりするまでは、

(私) それは当然あの、既得権益をあの、私の既得権を侵害しますよね? 箱や袋、どうな、

どうな、どうするんですか、引き取ってくれるんですか?

(イシクラ) いや、引き取りません、うちは。

(私) そうすると、詐欺ですよね? まるで。なんで農協の箱なのに引き取れないの?

(イシクラ) あの、その買ったとかってゆうのは、騙してうちは販売したわけじゃないです

よね?

(私) いや、使えなきゃ、騙してるのと一緒ですよね?

(イシクラ) だ、うちは、あのう、荷は受けられないんで、

(私) なぜ受けられないんですか? その極めてあの、異常なお答えをされてるから抗議し

るんですけども?

(イシクラ) あの、すごく常識的な答えかなって、

(私) いや、凄く異常だと思うのは、例えば警察が、訴訟を起こされた、訴えられたからっ

て言って、110 番通報で対応しなきゃ、大問題ですよね?

(イシクラ) それとはまた、話が違うと思います、

(私) は、どこが違うんですか? どうして農協ごときがそれを理由に断れるんですか? 考

えてみて下さい、

(イシクラ) うちとすれば、その訴訟の原因がまだはっきりしていないにもかかわらず、

(私) 訴訟の原因は、犯罪だっつってるんです? 犯罪は、正当に摘発されて処罰されるん

が社会正義ですよね? 誰にでも裁判を受ける権利は有りますよね? それを否定するつも
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りですか?

(イシクラ) いや、そこは否定しません、

(私) しないでしょう? じゃあなんで、それが引受拒否の理由んなるんですか?

(イシクラ) あの、うちのほう、じゃ、一切拒否はできないってゆうふうにお考えなんです

か?

(私) 当り前でしょう? 訴訟とこれとは話が別なんだから、理由んなるわけないでしょう?

そう申し上げましたよ? 私はトミザワ所長にも。それを聴く耳持たなかったんです、この

まま帰っちゃうと大問題んなりますよ?と、念を押して、このまま帰らして貰いましたけど。

(イシクラ) はい、

(私) あの、それで通ると思ってます? 本気で、正気で?

(イシクラ) はい、

(私) ですから、私の既得権どうするんですか? 私は出荷したいんですよ? どうして妨害

できるんですか?

(イシクラ) うちはだからその、荷物は扱えないってゆう拒否、

(私) どうして扱えないんですか? どうして扱えないん?

(イシクラ) え? 今言った通りのことです、

(私) 今言った通り? だから、理屈んなってないって言ってるでしょう?

(イシクラ) (苦笑)そう言われても、あのう、こちらとしては

(私) 今まで通りでいいんですか?って、あの、そちらの処理するようにしか処理されない

ですよね? 私が値段決められるわけじゃないでしょう? 何、寝言言ってるんですか? 今

までだってそうでしょう? 勝手に値段決めてたんでしょう? 私とかあの、意思を無関係に。

そうゆうものでしょう?

(イシクラ) それが不満で、今回訴えを起こしたわけじゃないんですか?

(私) 違うでしょ? それが正当価格じゃないっつってるでしょう? それが立証されてな

いのに、どうして断れるんですか? 正当業務行為ならね、あの、農協と出荷者、生産者で

すから、委託者と受託者ですよ、正当業務行為じゃないっつってますでしょ? 犯罪の価格

を訴えて、価格操作を訴えてるんですよ? 犯罪を。それを否定する根拠が無いのに、どう

して断れるんですか? 正当行為、正当価格だったらね、そういうことは言えるかもしれま

せんよ? 正当価格じゃないっつってるんですよ? どうしてそれを理由に断れるんですか?

(イシクラ) あの、そ、そうゆう状況んなってまで、農協で、農協に出荷したいってゆう理

由は何なんですかね?

(私) 他に無いからですよ、書いてあるでしょ? 訴状に。大量出荷する途は他に無いから

ですよ、だから、貴方がたのやってるのは、それはあの、そうゆう意図は無くても、生命に

対する脅迫んなるんですよ。道の駅で、何箱も捌けると思います?

(イシクラ) いや、それはわかんないですよ、私は。

(私) や、それはやってみて下さい、じゃ、それがわかんなくて、農協が務まりますか? そ

もそも。出荷事業が務まりますか? それが。1 カ所 20 袋が限界なんですよ、そりゃあね、

五つも、一日かけて五つも廻ればね、少しは捌けますよ、だけど、何箱も出荷する場合は、
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絶対、農協以外には捌きようが無いです、それは常識です。農協、農協に身を置く者として、

知っといて下さい、それは。で、どうなさるんですか?

(イシクラ) 荷受は拒否します、

(私) 私はあの、ちゃんと理由は申し上げましたけども、拒否する理由にならないと思いま

すけども?

(イシクラ) うちの理由はあの、そそう、訴訟中なんで、あの、荷のほうの取扱は控えさし

ていただきます、

(私) 訴訟中だとどうして、あの、拒否される、あの、引受拒否されるんですか?

(イシクラ) 同じことを招く惧れが有るからです、

(私) 同じことを招くのはそちらの勝手でしょう? 私の責任じゃないでしょ?

(イシクラ) そうならない為に、うちは、あの、荷受を、あの、今回は、あの、お断りさし

ていただきます、

(私) いや、そうするつもりなんですか? また、価格操作するつもりなんですか?

(イシクラ) いや、そんなつもりは一切無いです、

(私) 無いでしょう? 無いんだったら何の問題も無いじゃないですか? 私ゃ、過去の話を

訴訟にしてるだけで、今後のことなんか問題にしてませんよ?

(イシクラ) これが今後の話んなる可能性も有るんで、そこはあの、今回は控えさしていた

だきたいってゆう考えです、

(私) だからそれが理由んならないでしょ? つってるの、

(イシクラ) それがうちの理由なんで、イマイさんの理由にはなりま、ならないかもしれな

いんですけど、うちの考える理由とすれば、そうゆう理由んなりますんで、あの、イマイさ

んからの荷に関しては、この訴訟があの、決着するまでは受付られません。

(私) イシクラさん、役職をおっしゃっていただけますか? あの、できれば理事長さんと

代りたいんですけど、お話にならないようなんで,

(イシクラ) 対応は同じなんで、変りませんので、電話も代ることはしません。

(私) いや、理由んなってませんけど? 理由んなってませんけどね?

(イシクラ) うちの方針がそうゆう方針ですので、あの、訴訟が終るまでは、あの、荷の取

扱については控えさしていただきます、

(私) 凄まじい不法行為が新たに出来てしまいましたね? わかりました、お楽しみに。

(イシクラ) はい、

以上



令和元年9月30日

(〒 370-0861)

@這

群馬県高崎市八千代町二丁目1番1号

高橋三兄弟法律事務所
TEし. 027-325-6603/FAX. 027-325-993q_

禾帳沼田農業協同組合代理人

弁護士 高 橋 伸

(担当)弁護士 原 田 英

(担当)弁護士 福 島 翔

ご 連 絡

今 井 豊 殿

前略 当職らは,利根沼田農業協同組合(以下「当組合」といいますこ)の代理人として,貴

殿の令和元年9月1 9日付当組合に対する組合加入申し込みに対し,以下のとおりご連絡い

たします。

1貴殿は,当組合に対し,前橋地方裁判所平成31年(ワ)第1 1 8号,令和元年(ワ)

第4 1 2号の訴訟(以下「本件各訴訟」といいますこ)を提起しており,現在も2件の訴

訟事件は係属中です。

2 当組合としては,本件各訴訟における貴殿の主張は,何ら理由のない不当なものであり,

「法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき」 (当組合定款第1 9条第1項第6劫

等の貴殿が組合員であれば除名事由に該当するものと判断していま‾丸

貴殿がこのような行為を繰り返すことにより,当組合と貴殿との間の信頼関係はすでに

破壊されており,今後貴殿が当組合に加入した場合には当組合の業務に多大な支障を来

すおそれが十分に予想されますこ

そ‾したがって;当組合が貴殿の当組合加入申し込みを拒否することについては, 「正当な

理由」 (農業協同組合法第1 9条)があるものと判断いたしますので,貴殿の当組合への

加入は拒絶させていただきます。

4 貴殿が令和元年9月1 9目に加入申込書と同時に当組合窓口に持参された出資金1万

円については,加入申込書記載の貴殿名義の口座に振り込む方法により返金させていただ

きます。

5 今後,本件各訴訟及び今回の加入拒絶に対する件についてのご連絡は,当職らが一切を

受任しておりますので当組合への電話・訪問等一切の接触はお控えいただき,当職ら宛

て(担当:原田,福島)にいただきますようお願いいたしますこ

草々
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附 則

第1章 総 則

(目的)

第1条 この組合は、地域の農業生産の振興を旨として、組合員の相互扶助の精神に基づき、協同して組合員の事

業及び生活のために必要な事業を行い、もってその経済状態を改善し、かつ、社会的地位の向上を図ることを目
的とする。

(名称)

第2条 この組合は利根沼田農業協同組合という。

(地区)

第3条 この組合の区域は群馬県沼田市、群馬県利根郡片品村、群馬県利根郡I「腸村、群馬県利根郡みなかみ町、

詳馬県利根郡昭和村の区域とする。

(事務所)

第4条 この組合は、主たる事務所を沼田市に置き、従たる事務所を次の各塊に置く。
1 沼田市

定一定款-1



2 みなかみ町

3 昭和村
4 片品村

(公告の方法)

第5条 この組合の公告はこの組合の掲示場に掲示し、かつ、群馬県において発行する上毛新聞に掲載する方法によ

ってこれをする。

② 前項の規定にかかわらず、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第3条第1

項の規定による公告は電子公告により行う。

③ 第1項の公告の内容は必要があるときば書面をもって組合員に通知するものとする。

(組合員に対する通知又は催告)

第6条 この組合の組合員に対してする通知又は催告は組合員名簿に記載し、又は記録したその組合員の住所に
その組合員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときはその場所又は連絡先にあ
ててこれをする。

② 前項の通知又は催告は通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

第2章 事 業

(事業)

第7条 この組合は組合員のために次に掲げる事業を行う。
1組合員のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
2 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
3 組合員の貯金又は定期積金の受入れ
4 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
5 組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。 )の設置
6 農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
7 農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若
しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理

8 組合員の委託を受けて行う農地等の貸付けの方法による運用又は売渡しを目的とする信託の引受け
9 組合員の委託を受けて行う農業の経営の事業
10 この組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、地域農業の維持のために、担い手が不足し、又は担い

手が不足すると見込まれる農地等を利用して行う農業の経営
10の2 農地利用集積円滑化団体として研修等事業を行う場合における農業の経営
Il この組合の地区内にある農業用施設のうち、地域農業の維持のために、担い手が不足し、又は担い手が不足
すると見込まれる農業用施設を利用して行う農業の経営

Ilの2 この組合の塊区内にある農業用施設を利用して研修等事業を行う場合における農業の経営
12 組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売
13 農村工業に関する施設

14 共済に関する施設
14の2 共栄火災海上保険株式会社の業務の代理又は事務の代行
15 老人の福祉に関する施設
16 農村の生活及び文化の改善に関する施設(旅行に関するものを除く。 )

17 旅行に関する施設
18 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
19 組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農鞄等(農地その他の土地で農業以外の目的に供される
ことが相当と認められるものをいう。以下同じ)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設して
する当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。 )又は区画形質の変更の事業

20 組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(その借入れに係
る土地の区画形質を変更して、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡
し若しくは貸付けを含む。 )の事業

21組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(その
買入れに係る土地の区画形質を変更して、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売
渡し又は貸付けを含む。 )の事業

22 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第2条第2項に規定する特定農地貸付け
23 手形の割引
24 内国為替取引
25 債務の保証
26 有価証券の貸付け
27 国債、地方債若しくは政府保証債(以下「国債等」という。 )の引受け(売出しの目的をもってするものを
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除く。 )又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

28 金銭債権(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第1条に規定する証書をもって表

示されるものを含む。 )の取得又は譲渡(金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、金融商品取引

法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第1 0号までに掲げる行為を行うことを含む。 )
29 農林中央金庫その他信用事業規程に定める者の業務の代理
30 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
31有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
32 振替業
33 両替

34 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第1 0条の定めるところにより、
預金保険機構からの委託を受けて行う休眠預金等代替金の支払等に係る業務

35 農業研修・実習生受入れ事業
36 職業紹介事業
37 貨物運送取扱い事業
38 貨物・旅客自動車運送事業
39 前各号の事業に付帯する事業

② この組合は組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行う。

1地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか若しくはその基本財産の額の
過半を拠出している非営利法人に対する資金の貸付け

2 農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で、農業協同組合法施行令第4条に規定
するものの貸付け(前号に掲げる者を除く。 )

3 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
4 国債等の売買その他の金融商品取引法第3 3条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、国境各号に

定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。 )

第8条 削除

(員外利用)

第9条 この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外の者に第7条第1項第1号から第3 8号まで
の事業(第1 8号の事業を除く。 )及びこれらに附帯する事業並びに同条第2項の事業を利用させることができ

る。ただし、組合員以外の者の利用は農業協同組合法(以下「法」という。 )第10条第17項、第18項、
第2 0項及び第2 2項に規定する範囲内とし、第7条第1項第2号、第2 3号、第2 5号及び第2 6号の事業の

利用については信用事業規程に定めるものに限るものとする。
② 前項の規定にかかわらず、第7条第1項第1 4号の2の事業の組合員以外の者の利用については、農林水産省

令で定める範囲とする。

③ この組合は第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、組合員の
生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林

水産省令で定める基準に適合する者に第7条第1項第1 2号の事業を利用させることができる。

(事業規程等)

第1 0条 第7条第1項第2号、第3号及び第2 3号から第34号までの事業並びにこれらに附帯する事業並びに

第2項の事業の実施に当たってば信用事業規程の定めるところによるものとする。

② 第7条第1項第7号の事業のうち農地利用集積円滑化事業(農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する
農地利用集積田沼化事業をいう。 )の実施に当たっては、農地利用集積円滑化事業規程の定めるところによるも

のとする。

③ 第7条第1項第8号の事業の実施に当たってば 農地信託規程の定めるところによるものとする。

④ 第7条第1項第9号の事業の実施に当たってば農業経営受託規程の定めるところによるものとする。

⑤ 第7条第1項第1 4号の事業の実施に当たってば共済規程の定めるところによるものとする。

⑥ 第7条第1項第1 9号から第2 1号までの事業の実施に当たってば宅地等供給事業実施規程の定めるところ

によるものとする。

⑦ 第7条第1項第2 2号の事業の実施に当たっては、特定農地貸付規程の定めるところによるものとする。

(子会社)

第1 1条 この組合の事業を行う上で必要な場合には、子会社(法第1 1条の2第2項に規定する子会社をいう。

以下同じ。 )を設けることができる。

② 前項の場合において、組合ば子会社管理規程の定めるところに従い、その適切な運営管理に努めるものとす
る。

⑧ 前項の子会社管理規程は、理事会の決議を経てこれを定める。

第3章 組 合 員

(組合員の資格)

定一定款-3



第1 2条 この組合の組合員は正組合員及び准組合員とする。

② 次に掲げる者ぽこの組合の正組合員となることができる。
1 1 0アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設がこ

の組合の地区内にあるもの

2 1年のうち6 0日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設が
この組合の地区内にあるもの

3 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が3 0 0人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3

億円を超える法人を除く。 )であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの

③ 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。

1この組合の地区内に住所を有する個人でこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
2 この組合から第7条第1項第2号から第4号まで又は第1 2号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1

年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利
用することが適当であると認められるもの

3 この組合から第7条第1項第4号、第1 0号又は第2 1号の事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以

上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用する
ことが適当であると認められるもの

4 この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
5 農業経営基盤強化促進法第2 3条第1項の認定を受けた農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改

善事業を行う団体(その農用地利用改善事業の実施区域の全部又は-部がこの組合の地区内にある団体であ
って、前項第1号又は第2号に該当する正組合員(同項第1号に該当する正組合員にあっては、その住所が
この組合の地区内にある者に限る。 )が主たる構成員となっているものに限る。以下「農用地利用改善事業

実施団体」という。 )であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3

号及び前号に掲げる者を除く。 )

6 農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する前項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員となって
いる団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするもの、その他この組合又

はこの組合の地区内に住所を有する同号に掲げる者が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、
この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項第3号及び前2号に掲げるものを除
く。 )

④ 前2項の規定にかかわらず、別表各項の1に該当する者ぽこの組合の組合員となることができないo

(農用地利用改善事業実施団体の構成員に係る組合員資格の特例)

第1 2条の2 農業経営基盤強化促進法第1 9条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところに

ょって利用権を設定したことにより前条第2項第1号又は第2号に該当しなくなった者であって、同項第3号又

は同条第3項第4号若しくは第5号に該当する組合員である農用地利用改善事業実施団体の構成員であるものの
うち、当該利用権の設定前に又は設定後遅延なくこの組合に申出をし、理事会において次の各号に掲げる要件に

該当する者である旨の確認を受けたものは引き続きこの組合の正組合員とする。
1その住所がこの組合の地区内にある者であること又はその住所が別に定める地区内にある者であって、この
組合の事業(農業に必要な事業に限る。 )を利用することが適当であると認められるものであることo

2 利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利用改善事業実施団体の農用地
利用規程において定める農用地利用改善事業の実施区域(この組合の地区内に限る。 )の地区内にあることo

3 第1 2条第2項各号に該当する正組合員と協同してその農業の生産能率を高め、経済状態を改善し、社会的

地位の向上に貢献すると認められる者であること。

(加入)

第1 3条 この組合の組合員になろうとする者は引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提
出しなければならない。この場合においてば次に掲げる事項を記載しなければならないo
l 暴力団員等(別表第1項に規定する暴力団員等をいう。 )及び別表第2項各号の1に該当しないことの表明並

びに将来にわたっても該当しないことの確約
2 自ら又は第三者を利用して第19条第1項第3号から第8号までの1に該当する行為を行わないことの確約

② 前項の場合において、第1 2条第2項第3号及び同条第3項第4号から第6号までに該当する者は次に掲げ
る書類を添付しなければならない。
1定款又はこれに代わるべき書類
2 加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入の意思を証する書面
3 代表者の氏名及び住所を記載した書面

③ この組合は第1項の申込書を受け取った場合において、その加入を承諾しようとするときば書面をもってそ

の旨を加入申込みをした者に通知し、出資の払込みをさせるとともに組合員名簿に記載し、又は記録するものとする。

④ 加入申込みをした者は前項の規定による出資の払込みをすることによ?て組合員となる。
⑤ 組合員のなろうとする者が、組合員たる資格を有するかどうか明らかではないときは理事会においてこれを
決定する。
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⑥ 出資口数を糊口しようとする組合員については第1項及び第3項の規定を準用するoただし、第1項各号の
表明及び確約並びに第2項各号に掲げる書類の提出は これを必要としない。

(資格変動の申出)

第1 4条 組合員は前条の規定により提出した書類の記載事項に変更があったとき又は組合員たる資格を失い若
しくはその資格に変動があったときは直ちにその旨を書面でこの組合に届け出なければならないo

(持分の譲渡)

第1 5条 組合員ぽこの組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡す事ができない0

② 組合員でない者が、持分を譲り受けようとするときは、第1 3条第1項から第5項までの規定を準用するoこ
の場合において、同条第3の出資の払込みをすることは必要とせず、同条第4項中咄資の払込み」とあるもの
は「通知」と読み替えるものとする。

(相続による加入)

第1 6条 組合員の相続人でその組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を取得した者が、相続終了後直
ちにこの組合に加入の申込みをし、組合がこれを承諾したときばその相続人は被相続人の持分を取得したもの
とみなす。ただし、相続開始後10ヶ月を経過しても相続が終了しない場合は相続による加入手続きは適用しな
い。

② 前項の規定により加入の申込みをしようとするときば当該持分の払戻請求権の全部を取得したことを証する
書面を提出しなければならない。

(加入の承諾及び持分譲渡の承認の停止)

第1 7条 この組合は、前条の加入の場合を除き、総会の日の2週間前から総会の終了する時までの間ば加入の
承諾及び持分譲渡をしないものとする。

(脱退)

第1 8条 組合員は、いつでも、その持分の全部を譲渡することによって脱退することができる。この場合におい
て、その持分を譲り受ける者がないときは、当該組合員はこの組合に対しその持分を譲り受けるべきことを請求

することができる。

② 前項の規定に基づく請求があったときは組合はその請求の日から6 0日を経過した日以後に到来する事業年

度末においてその持分を譲り受けるものとする。この場合、その譲受けの価格は第2 0条第1項の規定に従っ
て算定した払い戻すべき持分相当額とする。

③ この組合が前項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合に掛算1 5条の規定は適用しないe

④ この組合は第2項の規定に基づき組合員の持分を取得したときは速やかに当該持分を他の組合員又は新た
にこの組合に加入しようとする者に譲渡するものとする。この場合において、当該持分の譲渡を受ける者がない
ときは この組合が当該持分を譲り受けた日から起算して2年を経過する日の属する事業年度末において当該持

分にかかる出資額を減ずることにより、当該持分を消却するものとする。

⑤ 第2 0条第2項の規定は第2項の場合に準用する。

⑥ 組合員は第1項の規定による持分全部の譲渡によるほか、次の事由によって脱退するo
l 組合員たる資格の喪失
2 死亡又は解散
3 除名

(除名)

第1 9条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議を経てこれを除名することができるoこの
場合には、総会の日の1 0目前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を

与えなければならない。

1 1年間この組合の事業を全く利用しないとき
2 第2 2条及び第2 3条の規定による出資の払込み及び第2 4条の規定による賦課金の納入その他この組合に

対する義務の履行を怠ったとき
3 この組合の事業を妨げる行為をしたとき(第三者を利用してしたときを含む。以下本項各号において同じ)
4 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な

過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき
5 暴力的な要求行為をしたとき
6 攫醐醐為をしたと義
7 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき
8 その他前各号に準ずる行為をしたとき

② 第13条第1項各号の表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

③ 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその組合員に通知しなければならないo

(持分の払い戻し)

第2 0条 第1 8条第6項各号の規定により組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する出資額(その

脱退した事業年度末時点の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満た
ないときは当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応じて減算した額)を限度として持分を払い

戻すものとする。
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② 脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときば前項の規定により払い戻すべき額と
相殺するものとする。

(出資口数の減少)

第2 1条 組合員は事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他やむを得ない理由があるときば
理事会の承認を得てその出資の口数を減少することができる。

② 組合員が、その出資の口数を減少したときは減少した口数に係る払込済出資金に対する持分額として前条第
1項の例により算定した額を払い戻すものとする。

第4章 出資及び経費分担

(出資義務)

第22条 組合員は出資1口以上を持たなければならない。ただし、 3,000口を超えることができない。

(出資1口の金額及び払込方法)

第23条 出資1口金額は金1,000円とし、全額一時払込みとする。

② 組合員は前項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
(経費の賦課)

第24条 この組合は第7条第1項第1号、第6号、第7号(農業の目的に供するための土塊の売渡し、貸付け

又は交換の事業を除く。 )及び第1 6号の事業並びにこれらの事業に附帯する事業に必要な経費に充てるために

組合員に経費を賦課することができる。

② 組合員は前項の経費の支払について、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
③ 第1項の賦課金の額、賦課方法、徴収時期及び徴収方法は総会でこれを定める。
(賦課金の不変更)

第2 5条 この組合は前条の賦課金について、組合員につきその賦課金額の算定の基準となった事項に変更があ
っても、既に賦課した金額は これを変更しない。

(過怠金)

第2 6条 この組合は組合員が出資払込み及び賦課金納付の義務をその期限までに履行しないときは未払込金
額又は未納金額につき年1 4. 5パーセントの割合で、その期限の翌日から履行の日までの日数によって計算し

た金額を過怠金として徴収することができる。

第5章 役 職 員

(役員の定数)

第2 7条 この組合に、役員として理事2 0人以上2 7人以内及び監事5人以上7人以内を置く。

② 理事のうち3人以上及び監事のうち1人以上は常勤とする。
③ 理事のうち3人は この組合の業務につき学識経験を有するものをもって充てることができる。

④ 前2項の理事及び監事は この組合の業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、
十分な社会的信用を有する者でなければならない。

⑤ 監事のうち1人は法第3 0条第14項に規定する者をもって充てるものとする。

⑥ 理事の定数の過半数ぽこの組合の第1 2条第2項第1号又は第2号に該当する正組合員でなければならない

⑦ 前項の規定の適用については第1 2条の2の規定による正組合員である理事で、任期中に第1 2条第2項第

1号又は第2号に該当しなくなった者は、その任期中は第1 2条第2項第1号又は第2号に該当する正組合員で

ある理事とみなす。

(役員の欠格事由)

第28条 次に掲げる者は役員となることができない。
1 未成年者
2 法人

3 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
4 破産手続開始の決定を受け復権していない者
5 港第30条の4第1項第3号に定める者
6 法第30条の4第2項第2号に定める者
7 前2号に定める者以外の者にあって、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け
ることがなくなるまでの者。ただし、刑の執行猶予中の者はこの限りでない。

(役員の選任)

第2 9条 役員は、附属書役員選任規程の定めるところにより選任する。

(役員の改選請求)

第3 0条 正組合員は正組合員の5分の1以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することがで
きる。

② 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法
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令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、農地信託規程若しくは宅地供給事業
実施規程の違反を理由とする改選の請求ぽ この限りではない。

③ 第1項の規定による請求は改選の理由を記載した書面を理事に提出してなければならないo

④ 第1項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならないo

⑤ 第3項の規定による書面の提出があったときは理事は総会の7目前までに、その請求に係る役員にその書
面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

⑥ 第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があったときばその請求に係る
役員はその時にその職を失う。
(代表理事)

第3 1条 組合を代表すべき理事は理事会の決議により理事のうちから選任する。
(会長、組合長、専務及び常務理事)

第3 2条 理事のうち農業協同組合中央会又は農業協同組合連合会等の常勤役員となった者は理事会の決議によ
り会長に選任することができる。

② 理事のうち1人を組合長とし、理事会の決議により理事のうちから選任する。

③ 専務理事及び常務理事は、必要に応じ理事会の決議により理事のうちから選任することができるo

④ 常務理事は必要に応じ理事会の決議により、第2 7条第3項の理事のうちから選任することができるo

⑤ 組合長は組合の業務を統括する。
⑥ 専務は組合長を補佐してこの組合の業務を処理し、あらかじめ理事会の決議により定めた順位に従い、組合
長に事故あるときはその職務を代理する。

⑦ 常務理事は組合長、専務を補佐してこの組合の業務を処理し、あらかじめ理事会の決議により定めた順位に
従い、組合長・専務に事故あるときはその職務を代理する。

⑧ 組合長は代表理事でなければならない。
(監事の職務)

第3 3条 監事は理事の職務の執行を監査する。

② 監事は、いつでも理事及び参事その他の使用人に対し事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況を調

査することができる。

③ 理事は組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときば直ちに、その事実を監事に報告しな
ければならない。

④ 監事ばその職務を行うために必要があるときば子会社等(演算9 3条第2項に規定する子会社等をいうo

以下同じ。 )に対して事業の報告を求め、又は子会社等の業務及び財産の状況を調査することができる。

⑤ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に

違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときば遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなら
ない。

⑥ 監事は前項の場合において、必要があると認めるときば理事に対し、理事会の招集を請求することができるo

⑦ 第50条第4項の規定は前項の請求した監事についてこれを準用する。

⑧ 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときば意見を述べなければならない。

⑨ 監事は会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する総会議案の内容を決定するo

⑲ 監事はその職務を行うために必要があるときば会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることがで
きる。

⑪ 理事は監事の選任に関する議案を総会に提出するには監事の過半数の同意を得なければならない。

⑫ 監事は理事に対し、監事の選任を総会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を総会に提出することを

請求することができる。

⑱ 監事ば理事が総会に提出しようとする議案及び書類又は電磁的記録その他の資料を調査しなければならないo

この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときばその調査の結果を

総会に報告しなければならない。

⑭ 監事は理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をす
るおそれがある場合において、その行為によって組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときばその理事に対し、

その行為をやめることを請求することができる。

⑮ 監査の実施その他監事に関する事項は、監事監査規程として監事がこれを作成し、理事会に報告するものとする。

(役員の責任)

第3 4条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、農地信託規

程、宅地等供給事業実施規程、農業経営規程、農地利用集積円滑化事業規程、農業経営受託規程、特定農地貸付
規程及び総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

② 役員はその職務上知り得た秘密を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
③ 役員がその任務を怠ったときぽこの組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うo

④ 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときはその役員はこれによって第三者に生じた
損害を賠償する責任を負う。
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⑤ 次の各号に掲げる者が、その各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者がその行為を

することについて注意を怠らなかったことを証明したときは この限りでない。

1理事 次に掲げる行為

イ 港第36条第1項又は第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚

偽の記載又は記録
口 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告

2 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

⑥ 役員が、前3項の規定により、この組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員

もその損害を賠償する責任を負うときばこれらの者は、連帯債務者とする。

(役員の任期)

第3 5条 役員の任期は就任後3年以内に終了する最後の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。た
だし、補欠選任並びに第3 0条及び法第9 5条第2項の規定による改選並びに法第9 6条の規定による決議の取

消しによる選任によって選任される役員の任期は退任した役員の残任期間とする。

② 前項ただし書の規定による選任が、役員の全員にかかるときばその任期ば同項ただし書の規定にかかわら
ず就任後3年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

③ 役員の数が、その定数を欠くこ.ととなった場合においてば任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新
たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合についても同
様とする。

(参 事)

第3 6条 この組合に参事若干名を置くことができる。

② 参事は理事会の決定により組合の名において行う権限を有する一切の業務を誠実に善良なる管理者の注意を
もって行わなければならない。

第5章の2 会計監査人

(会計監査人の設置)

第3 6条の2 この組合は会計監査人を設置する。
(会計監査人の選任)

第3 6条の3 会計監査人は 総会において選任する。

(会計監査人の任期)

第3 6条の4 会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結

の時までとする。

② 会計監査人は前項の通常総会において別段の決議がされなかったときは当該通常総会において再任されたも
のとみなす。

(会計監査人の権限等)

第3 6条の5 会計監査大悦貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、注記表及びこれらの附属明

細書を監査する。この場合において、会計監査人は農林水産省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し

なければならない。

② 会計監査人はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は理事及び参事その他の使用

人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

③ 会計監査人はその職務を行うため必要があるときは、子会社等に対して会計に関する報告を求め、又はこの組

合若しくはその子会社等の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(監事に対する報告)

第3 6条の6 会計監査人は、その職務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実があることを発見したときには遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

(会計監査人の報酬等の決定)

第3 6条の7 理事は会計監査人の報酬等を定める場合には監事の過半数の同意を得なければならない。

第6章 総

(総会の招集)

第3 7条 組合長は理事会の決議を経て、毎事業年度1回5月又は6月に通常総会を招集する。

② 組合長は次の場合に理事会の決議を経て臨時総会を招集する。
1 理事会が必要と認めたとき
2 正組合員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会
に提出して招集を請求したとき
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3 正組合員が、法第3 8条の規定により役員の改選を請求したとき

③ 理事会は前項第2号又は第3号の請求があったときは、その請求があった日から2 0日以内の日を会日とし

て、総会を招集すべきことを決しなければならない。

④ 監事は組合長若しくは組合長の職務を代理する者がないとき、又は第2項第2号若しくは第3号の請求があ
った場合において組合長若しくは組合長の職務を代理する者が正当な理由がないのに総会招集の手続きをしない
ときは 総会を招集する。

(総会の招集手続)

第3 8条 総会を招集する場合には理事会の決議により、次に掲げる事項を定めなければならない。

1総会の日時及び場所
2 総会の目的である事項があるときばその事項
3 前2号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

② 総会を招集するにば組合長はその総会の日の10目前までに、正組合員に対して書面をもってその通知を発し
なければならない。

③ 総会招集の通知に際しては農林水産省令で定めるところにより、正組合員に対し、書面による議決権の行使につ

いて参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。 )及び正組合員が議決権を行使するため

の書面(以下「議決権行使書面」という。 )を交付しなければならない。

④ 通常総会の招集の通知に際してば正組合員に対し、港第36条第7項に規定する決算関係書類を提供しなければ

ならない。

⑤ 第3項の総会参考書類に記載すべき事項又は第4項の決算関係書類に表示すべき事項にかかる情報のうち特定の
ものについては農林水産省令で定めるところにより、書面による提供に代えて、インターネットを利用する方法

で開示することにより、正組合員に対し提供することができる。

(総会の決議事項)

第3 9条 次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
1 定款の変更
2 規約、信用事業規程、共済規程、農地信託規程、宅地等供給事業実施規程、農業経営規程、農地利用集積円
滑化事業規程、農業経営受託規程、特定農地貸付規程及び総会議事運営規程の設定、変更及び廃止

3 第7条第1項第1 8号の団体協約の締結
4 この組合の事業の運営に関する中長期計画の設定及び変更
5 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
6 理事及び監事の報酬
7 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、注記表及び事業報告
8 解散、合併、法第7 0条第1項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。 )及び新設分割
9 事業の全部又は重要なる一部の譲渡、信用事業(第7条第1項第2号及び第3号の事業(これらに附帯する
事業を含む。 )並びに同条第2項各号の事業をいう。以下同じ)の全部又は-部の譲渡、共済事業(第7
条第1項第1 4号の事業(これに附帯する事業を含む。 )をいう。以下同じ。 )の全部又は一部の譲渡及び

共済契約の包括移転
10 事業の全部又は重要なる一部の譲受け、信用事業の全部又は一部の譲受け、共済事業の全部又は一部の譲受
け及び共済契約の包括移転につき移転先となること

11共済契約に係る法第1 1条の5 2に規定する契約条件の変更

12 農業協同組合連合会その他の団体の設立の発起人となり、又は設立準備会の議事に同意すること
13 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫その他の団体への加入及びこれらの団体からの脱退
14 この組合の事業を行うため必要がある場合において、会社の株式を取得し、又は法人若しくは団体(農業協
同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫及び農業信用基金協会を除く)に対して出資若しくは出えんを
すること

15 法第3 5条の6第4項及び演算3 7条の3第2項の規定による責任の免除

16 会計監査人の選任、解任(監事による解任を除く。 )及び不再任

17 この組合の行う農業経営の内容に関すること
17の2 農業協同組合連合会が行う農業の経営に対して同意すること
18 組合員の除名
19 前各号に定めるもののほか、総会において必要と認めた事項

② 共済規程の変更のうち、農林水産省令で定める軽微な事項等に係るものについては前項の規定にかかわらず、
理事会においてこれを決する。

③ 法第3 7条の2第4項で準用する会社法第4 3 9条に定める要件に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、

貸借対照表、損益計算書及び注記表については総会の決議を経ることを要しない。この場合においてば組合長
は総会にこれらの書類を提出し、その内容について報告しなければない。

④ 第1項第8号の合併のうち、合併によっで艶麗する組合似下悌腕組斜という。 )の正組合員の数が合併後存続す

る組合(以下「存続組合」という。 )の正組合員数の5分の1を超えない場合であって、かつ、消滅組合の最終の
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貸借対照表の資産の額が存続組合の最終の貸借対照表の資産の額の5分の1を超えない場合における存続組合の合

併は第1項の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。

⑤ 第1項第8号の新設分割のうち、新設分割によって設立する組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分

割をする組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の5分の1を超えない場合における新設分割は、第1項

の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。

⑥ 第1項第1 0号の信用事業の全部又は一部の譲受けのうち、その対価の額が最終の貸借対照表における純資産の

額の5分の1を超えないとき掛算1項の規定に関わらず、理事会においてこれを決する。

⑦ 前項の信用事業の全部又は一部の譲受けに伴って第1項第1 0号の共済事業の全部又は一部の譲受け及び共済契

約の包括移転を行う場合は第1項の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。

⑧ 第1項第1 4号の株式の取得、出資又は出えんのうち、当該株式の取得、出資又は出えんの額が4 0 0万円以下

である場合には国境の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。

(総会の報告事項)

第4 0条 次に掲げる事項は総会にこれを報告しなければならない。
1農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「信用事業再
編強化法」という。 )第3条の規定に基づく指導を受けた場合における当該指導に対する改善措置の内容

2 信用事業再編強化法第4条の規定に基づき農林中央金庫が定める基本方針の内容
3 総会で決議した事項の処理状況
4 前各号に定めるもののほか、総会において必要と認めた事項

(総会の定足数)

第4 1条 総会ば正組合員の半数以上が出席し、その出席者の半数以上が第1 2条第2項の規定による正組合員
である場合でなければ議事を開き決議することができない。この場合において、第4 7条の規定により、書面又

は代理人をもって議決権を行う者ば これを出席者とみなす。

② 前項に規定する正組合員の出席がないときは当該総会の日から2 0日以内の日を会田とする総会を再度招集
しなければならない。この場合には前項の規定にかかわらず、出席者の半数以上が第1 2条第2項の規定によ

る正組合員である場合には議事を開き決議することができる。
(緊急議案)

第42条 総会では第3 8条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って決議するものとする。ただし、第3
9条第1項第9号から第1 4号まで、第1 6号及び第45条に規定する事項並びに役員の選任(第3 0条及び法

第9 5条第2項の規定による改選を除く。 )を除き、緊急を要する事項についてはこの限りでない。

(総会における役員の説明義務)

第4 3条 役員は総会において、正組合員から特定の事項について説明を求められた場合にはその事項について

必要な説明をしなければならない。ただし、次の各号に定める場合にあってぽ この限りでない。

1正組合員が説明を求めた事項が総会の目的である事項に関しないものである場合
2 その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合

3 正組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(その正組合員が総

会の日より相当の期間前に説明を求める事項をこの組合に対して通知した場合及びその事項について役員が説明

をするために必要な調査が著しく容易である場合を除く。 )

4 正組合員が説明を求めた事項について説明をすることによりこの組合及びその他の者(その正組合員を除
く。 )の権利を侵害することとなる場合

5 正組合員がその総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求めた場合
6 前各号に掲げる場合のほか、正組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当

な事由がある場合

(総会の決議方法及び議長)

第44条 総会の議事は出席した正組合員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときば議長の決すると
ころによる。

② 議長は総会において総会に出席した正組合員の中から正組合員がこれを選任する。

③ 議長は組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(総会の特別決議事項)

第4 5条 次の事項は正組合員の半数以上が出席し、その出席者の単数以上が第1 2条第2項の規定による正組

合員である場合において、その出席者の議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
1 定款の変更
2 解散、合併、包括承継及び新設分割
3 組合員の除名
4 事業の全部の譲渡、信用事業の全部の譲渡、共済事業の全部の譲渡及び共済契約の包括移転であって全部を
移転するもの

5 法第3 5条の6第4項及び法第3 7条の3第2項の規定による責任の免除

6 この組合の行う農業経営の内容に関すること

定一定款一10



6の2 農業協同組合連合会が行う農業の経営に対して同意すること
7 農業の経営を行う法人に係る株式の取得出資又は出えんであって、当該法人の議決権の過半を占めることと
なるもの

8 共済契約に係る法第1 1条の5 2に規定する契約条件の変更

(特別決議に関する特例)

第4 5条の2 次に掲げる決議は第4 1条及び第4 5条の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の3分の

2以上に当たる多数を持って、仮にすることができる。

1 3 9条第1項第1 1号の決議又はこれとともに行なう第45条第1項第1号、第2号若しくは第4号に掲げ

る事項に係る決議
2 農水産業協同組合貯金保険法第8 3条第1項の管理を命ずる処分があった場合における第4 5条第1号から

4号までに掲げる事項に係る決議

② 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。 )があった場合にば組合員に対し、
当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から1月以内に再度の総会を招集しなければならない〇・

③ 前項の総会において第1項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合にば当該承認のあった時に、当該
仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。

(総会の続行又は延期)

第4 6条 総会は、その決議によりこれを続行し、又は延期することができる。

② 前項の規定により続行され、又は延期された総会には第3 8条の規定を適用しないo

(書面又は代理人による決議)

第47条 正組合員は第3 8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議
決権を行うことができる。

② 前項の規定により書面をもって議決権を行おうとする正組合員ばあらかじめ通知のあった事項について、議
決権行使書面にそれぞれ賛否を記載し、これに署名又は記名押印の上、総会の日時の直前の業務時間の終了時
(理事会が別に定めたときはその日時)までにこの組合に提出しなければならない。

③ 第1項の規定により正組合員が議決権を行わせようとする代理人はその組合員と同一世帯に属する成年者又
はその他の正組合員でなければならない。

④ 代理人ば 5人以上の組合員を代理することができない。

⑤ 代理人は代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
(准組合員の意見の陳述)

第4 8条 准組合員は総会において議長の許可を得て意見を述べることができる。

(総会の議事録)

第4 9条 総会の議事については、議事録を作成し、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならないo
l 開催の日時及び場所
2 議事の経過の要領及びその結果
3 出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
4 議長の氏名

5 議事録を作成した理事の氏名

6 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

第6章の2 総 代 会

(総代会)

第4 9条の2 この組合は総会に代わるべき総代会を設けるものとする。

② 総代ば正組合員でなければならず、かつ、その半数以上は第1 2条第2項第1号又は第2号に該当する正組

合員でなければならない。

③ 前項の規定の適用については第1 2条の2の規定による正組合員である総代で、任期中に第1 2条第2項第

1号又は第2号に該当しなくなった者は、その任期中は第1 2条第2項第1号又は第2号に該当する者とみなす。

④ 総代の定数は 565人とする。

⑤ 総代ば附属書総代選挙規程の定めるところにより、正組合員がこれを選挙する。
(総代の任期)

第49条の3 総代の任期は 3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、補欠選挙及び転籍

9 6条の規定による選挙又は当選の取消しによる選挙によって選挙される総代の任期は退任した総代の残任期

間とする。

② 前項ただし書の規定による選挙が、総代の全員にかかるときばその任期は、同頭ただし書の規定にかかわら
ず3年とし、就任の日から起算する。
(議決権等)

第49条の4 総代は各々1個の議決権を有する。

② 総代会には総会に関する規定を準用する。この場合において、第4 7条第3項中「その組合員と同一世帯に
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属する成年者又はその他の正組合員」とあるのは「他の正組合員」と、同条第4項中「5人」とあるのは「2
人」と読み替えるものとする。

③ 総代会においてば前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

④ 総代会において組合の解散、非出資組合への移行に関する定款の変更、合併、包括承継又は新設分割の決議が
あったときは、理事は当該決議の日から1 0日以内に、正組合員に当該決議の内容を通知しなければならないo

⑤ 総代でない正組合員及び准組合員は総代会において議長の許可を得て意見を述べることができる〇

第7章 理 事 会

(理事会の招集者)

第5 0条 理事会は組合長が招集する。

② 組合長が事故又は欠員のときはあらかじめ理事会の決議により定めた順位に従い、他の理事が招集する。

③ 理事は、必要があると認めるときはいつでも、組合長に対し、会議の目的である事項を記載した書面を提出し
て、理事会の招集を請求することができる。

④ 前項の請求をした理事比国項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を理事会の
日とする理事会の招集の通知が発せられないときば 自ら理事会を招集することができる。

(理事会の招集手続)

第5 1条 理事会の招集は、その理事会の日の3目前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなけれ

ばならない。ただし、緊急の必要がある場合には この期間を短縮することができる。

② 理事会は理事及び監事の全員の同意があるときば招集の手続を経ないで開くことができるo
(理事会の決議事項)

第5 2条 次に掲げる事項ば理事会においてこれを決する。
1業務を執行するための方針に関する事項
1の2 業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項
2 総会の招集及び総会に付議すべき事項
3 役員の選任及び総代の選挙に関する事項
4 参事の任免に関する事項
5 職制規程に定める一定額以上の固定資産の取得又は処分に関する事項
6 職制規程の定める一定額以上のリース取引による固定資産の賃借に関する事項
7 借入金の最高限度
8 余裕金の運用の方針及び運用方法並びに余裕金運用規程の設定、変更及び廃止に関する事項
9 職制規程に定める一定額超の信用の供与等(法第1 1条の8第1項に規定する信用の供与等(第1 4号に掲

げるものを除く。 )をいう。以下同じ。 )の決定に関する事項

10 組合員に対する信用の供与等の最高限度額及び組合員に対する貸付金の利率の最高限度
Il 組合員以外の者1人に対する信用の供与等の最高限度額及び組合員以外の者に対する貸付金の利率の最高限

度

12 同一人(当該同一人と特殊の関係のある者(法第1 1条の8第1項に規定する者をいう;)を含む。 )に対

する信用の供与等の最高限度額
13 不良債権(農業協同組合法施行規則2 04条第1項第1号ホ(2)に定める破綻先債糎、延滞債権、 3カ月

以上延滞債権及び貸出条件緩和債権並びにこれらに類する貸出金以外の債権をいう。 )の処理の方針に関す
る事項

14 この組合の事業を行うために必要な株式の取得、出資又は出えん及び当該株式の処分、出資の全部又は一部
の払い戻し(総会が決定する事項を除く。 )

15 子会社管理規程の設定、変更及び廃止
16 第3 9条第2項に規定する共済規程の変更

17 行政庁に提出する業務報告書及び連結業務報告書
18 法第5 4条の3の規定に基づくこの組合の業務及び財産の状況に関する説明書類並びにこの組合及び子会社
等につき連結して記載した業務及び財産の状況に関する説明書類

19 行政庁による検査及び監事による監査の結果に関する事項
20 信用事業再編強化法第3条の規定に基づく指導を受けた場合における当該指導に対する改善措置

21第3 9条第4項の規定に該当する合併

22 第3 9条第5項の規定に該当する新設分割

23 第3 9条第6項の規定に該当する信用事業の全部又は一部の譲受け
24 第3 9条第7項の規定に該当する共済事業の全部又は一部の譲受け及び共済契約の包括移転につき移転先とな

ること。

25 前各号に定めるもののほか理事会において必要と認めた事項

② 理事は前項第1 6号の共済規程の変更を決議したときはその内容をこの組合の掲示場に掲示するほか、組
合員に対する通知その他の方法により組合員に周知徹底するものとする。
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③ 理事は次に掲げる場合には理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなけれ
ばならない。

1自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
2 この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反す

る取引をしようとするとき。

④理事は前項各号の取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(理事会の報告事項)

第5 3条 組合長ば次に掲げる事項を定期的に理事会に報告しなければならないo
l 組合員の加入及び脱退の状況
2 取扱高その他この組合の事業の実施状況
3 余裕金の運用状況
4 内部統制(コンプライアンス・プログラムを含む。 )及びリスク管理に係る取組状況
5 子会社の経営状況
6 理事会の決議事項の処理状況
7 内部監査の結果
8 信用事業再編強化法第5条の規定に基づく報告又は資料の提出に関する事項
9 前各号に定めるもののほか理事会において必要と認めた事項

(理事会の決議方法及び議長)

第5 4条 理事会の議事は理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数でこれを決するo

② 前項の議事の特別の利害関係を有する理事はその議決に加わることができないo

③ 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は第1項の理事の数にこれを算入しないo

④ 組合長は理事会の議長となる。
⑤ 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名又は記名押印するものとする

⑥ 前項の議事録を電磁的記録により作成する場合には署名又は記名押印に代わる措置として電子署名を行うもの

とする。

⑦ 理事会の議事録には次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1 開催の日時及び場所
2 議事の経過の要領及び結果(議案別の決議の績栗については可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成

した理事の氏名及び反対した理事の氏名を含む。 )

3 理事会に出席した理事及び監事の氏名

4 理事会の議長の氏名

5 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

第8章 会 計

(事業年度)

第5 5条 この組合の事業年度比毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

(会計区分)

第5 6条 この組合は信用事業に係る会計及び共済事業に係る会計をそれぞれ他の事業に係る会計と区分して経

理するものとする。

② 第7条第1項第8号及び第9号の事業並びに第1 9号から第2 1号までの事業についてはそれぞれ他の事業

と区分して経理するものとする。

(余裕金の運用)

第5 7条 この組合の余裕金は次に掲げる方法によるほか、これを運用することができないo
l 農林中央金庫、銀行、信用金庫、労働金庫又は信用協同組合への預け金
2 国債証券、地方債証券、政府保証債券又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
3 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に掲げる債権を除く。 )の取得
4 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(運用方法の特定したものを除く0 )
5 証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。 )又は貸付信託の受益証券の取得
6 金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。 )の取得

7 短期社債等の取得

② この組合は前項2号若しくは第3号に規定する債券又は国境第5号に規定する受益証券の信託会社又は信託

業務を営む金融機関への信託をすることができる。

③ この組合が第1項第3号から第7号までに掲げる方法により運用する余裕金の総額ぽこの組合の受入れに係
る貯金及び定期積金の合計額の1 0 0分の1 5に相当する金額を超えてはならない。

④ この組合が第1項第1号の規定により農林中央金庫への預け金に運用する総額ぽこの組合の受入れに係る貯
金及び定期積金の合計額の2分の1を下ってはならない。

⑤ 前各項に定めるもののほか、この組合の余裕金の運用は余裕金運用規程の定めるところによるものとするo
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(剰余金の処分)

第5 8条 剰余金は、利益準備金、資本準備金、第6 1条の規定による繰越金、任意積立金、配当金及び次期繰越

金としてこれを処分する。

(利益準備金)

第5 9条 この組合は出資総額の2倍に相当する金額に達するまで、毎事業年度の剰余金(繰越損失金のある場
合には これをてん補した後の残額。第6 1条、第62条及び第63条第2項において同じ。 )の5分の1に相

当する金額以上の金額を利益準備金として積み立てるものとする。

(資本準備金)

第6 0条 減資差益及び合併差益は、資本準備金として積み立てなければならない。ただし、合併差益のうち合併
により消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併直前において留保していた利益の額については資本準備

金に繰入れないことができる。

(教育情報繰越金)

第6 1条 この組合は、第7条第1項第1号及び第1 5号の事業の費刷こ充てるため毎事業年度の剰余金の2 0分

の1に相当する金額以上の金額を翌事業年度に繰り越すものとする。

(任意積立金)

第6 2条 この組合は、毎事業年度の剰余金から第5 9条の規定により利益準備金として積み立てる金額及び前条

の規定により繰り越す金額を控除し、なお残余があるときば任意積立金として積み立てることができる。

② 任意積立金は、損失金のてん補又はこの組合の事業の改善発達のための支出その他の総会の決議により定めた
支出に充てるものとする。

(配当)

第6 3条 この組合の剰余金の処分に当たってば経営の健全性の確保や事業の成長発展を図るための投資に資す
る内部留保を優先するものとし、組合員に対して剰余金の配当を行う場合には次項から第5項までに定めると
ころによる。

② 組合員のこの組合の事業の利用分量に応じてする配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において当該事業年度
において取り扱った物の数量、価額その他事業の分量を参酌して組合員の事業の利用分量に応じてこれを計算す
る。

③ この組合の出資額に応じてする配当は毎事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じてこれを計
算する。

④ 前2項の配当ばその事業年度の剰余金処分案の決議をする総会の日において組合員である者について行うも
のとする。

⑤ 配当金の計算上生じた1円未満の端数は これを切り捨てるものとする。

(配当金等の出資払込みへの充当)

第6 4条 出資の払込みを終わらない組合員に対する払込済出資額に応じて配当する剰余金はその払込みに充てる
ことができる。

(損失金の処理)

第6 5条 この組合ば事業年度末に損失金がある場合にば任意積立金、利益準備金、資本準備金及び再評価積
立金の順に取り崩して、そのてん補に充てるものとする。

第9章 雑 則

(残余財産の分配)

第6 6条 この組合の解散のときにおける残余財産の分配の方法は総会においてこれを定める。

② 持分を算定するにあたり、計算の基礎となる金額で1円未満のものは これを切り捨てるものとする。

(規約)

第6 7条 次の事項は定款で定めるものを除いて規約でこれを定める。
1総会及び理事会に関する規定
2 業務の執行及び会計に関する規定
3 組合員に関する規定
4 役員に関する規定
5 職員に関する規定
6 前各号に定めるもののほか定款の実施に関して必要な規定

附 則

L この定款の変更は行政庁の認可を受けた日から効力を生ずる。

農地保有合理化事業に係る規定の変更は第3 9条の規定の変更を除ぎ市町村から農地利用集積円滑化事業規

程の承認を受けた日から効力を生じることとする。

2.前項の規定にかかわらず、変更前の第3 9条第1項第1 3号、第40条第1項、第52条第1項第1 9号及び同

項第2 0号については農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成2 7年法律第6 3号)附則第1 0条
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に基づく存続中央会の会員である問は、なお従前の例による。

3.第1項の規定にかかわらず、会計監査人に関する規定については平成3 1年3月1日以降最初に招集する通常

総代会の日から適用し、同日までの間ばなお従前の例による。

別 表

① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、 /社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」

という。 )

② 次の各号の1に該当する者

1暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に

暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ
と

5 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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